
 
［異常時通報連絡の公表文（様式２）］

伊方発電所から通報連絡のあった異常に係る原因と対策の
報告について（平成１３年９月８日分）

 
13．12．18

環境政策課
(内線2443)

 
１ 四国電⼒㈱から、伊⽅発電所で平成１３年９⽉８⽇に発⽣した設備異常について、原

因と対策の報告がありましたので、お知らせします。
 
［報告書の概要］

県の
公表
区分

異常事項
 

発 ⽣
 

年⽉⽇
推定原因等

 

 
対     策

 
Ａ 炉内核計装装置

シンブル案内管
の不具合
（２号機）

13. 9. 8 建設時の原⼦炉容器据付時
期に塩化ビニールテープが
混⼊
        ↓
塩化ビニールテープの放射
線分解により塩化⽔素が発
⽣
        ↓
塩化⽔素が周辺構造材と反
応して塩化鉄等を⽣成
        ↓
塩化鉄が潮解して液だれ
        ↓
液だれによりシンブル案内
管表⾯に腐⾷が発⽣

○シンブル案内管及び塩化ビニールテ
ープ回収部位を清掃するとともに、そ
の影響がないことを確認した。
○今回の事例をワンポイントレッスン
集に追加し、⼯事着⼿前の作業者全員
への教育時に周知徹底する。
○念のため､次回定検時に､テープ回収
部位を点検する。
○塩化物汚染防⽌対策として実施中
の、ステンレス製品点検時のテープ跡
等の確認、定期的な付着塩分量測定、
必要に応じた塗装や囲い等に加えて、
・付着塩分量定期測定における測定ポ
イントの増加
・埃のたまりやすい箇所の測定
を実施する。
○原⼦炉容器周辺以外の格納容器内、
原⼦炉補助建屋、タービン建屋、屋外
について総点検を実施し、異物のない
ことを確認した。
○機器等内部への異物混⼊防⽌だけで
なく、機器周辺の狭隘部への異物混⼊
防⽌を徹底するとともに、⼯事等完了
時には機器周辺狭隘部へ異物混⼊がな
いことを確認するよう、内規に反映し
た。

 
２ 県としては、伊⽅発電所に職員を派遣し、四国電⼒の報告内容及び対策の実施状況等

について確認することとしています。
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   愛 媛 県 知 事
    加 ⼾ 守 ⾏ 殿
 
 
 
                         四国電⼒株式会社
                        取締役社⻑ ⼤ ⻄  淳
 
 
      伊⽅発電所第２号機炉内核計装装置シンブル案内管の不具合
      にかかる報告書の提出について
 
 
    平成13年９⽉８⽇に発⽣しました伊⽅発電所第２号機炉内核計装装置シ
   ンブル案内管の不具合につきまして、その後の調査結果がまとまりました
   ので、安全協定に基づき別添のとおり報告いたします。
    今後とも伊⽅発電所の安全・安定運転に取り組んでまいりますので、ご
   指導賜りますようお願い申しあげます。
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１．件名
  伊⽅発電所第２号機 炉内核計装装置シンブル案内管の不具合について
 
 
２．事象発⽣の⽇時
  平成１３年９⽉８⽇ １４時４０分（確認）
 
 
３．事象発⽣の電気⼯作物
  計測制御系統設備 炉内核計装装置 シンブル案内管
 
 
４．事象発⽣時の運転状況
  第１５回定期検査中（平成１３年９⽉１⽇より）
 
 
５．事象発⽣の状況

伊⽅発電所第２号機（加圧⽔型、５６万６千ｋＷ）は、第１５回定期検査中の平成
１３年９⽉６⽇、⼀次系配管調査（平成１２年１０⽉１３⽇に発⽣した伊⽅１号機充
てん配管耐圧検査中の漏えい事象に係る配管調査）を実施していたところ、炉内核計
装装置シンブル案内管３６本のうち５本の外表⾯にさび状の汚れがあることを確認し
た。

このため、９⽉８⽇、当該部の液体浸透探傷検査を実施した結果、うち２本の炉内
核計装装置シンブル案内管外表⾯において有意な指⽰を確認した。

なお、今回の事象による環境への放射能の影響はなかった。
（添付資料－１，２）

 



６．事象発⽣の時系列
  平成１３年９⽉ ３⽇ ⼀次系配管調査を開始
       ９⽉ ６⽇ 炉内核計装装置シンブル案内管の⼀部及び同部の周辺
             にさび状の汚れを確認
       ９⽉ ８⽇ 液体浸透探傷検査の結果、炉内核計装装置シンブル案      
内管２本の外表⾯に有意な指⽰を確認
 
７．調査結果
 
 （１）シンブル案内管調査結果
 
   ａ．外観調査結果

シンブル案内管の外観調査を実施した結果、５本のシンブル案内管（アドレ
スＡ－８，Ｂ－６，Ｃ－３，Ｄ－５，Ｇ－２）にさび状の汚れが認められ、そ
の位置は原⼦炉容器とコンクリート壁のすき間の原⼦炉容器⾦属保温下端から
約２ｍ直下付近の周囲約１ｍの範囲であった。
                       （添付資料－１，２）
                         

   ｂ．さび状の汚れが認められたシンブル案内管５本の調査結果
当該５本のシンブル案内管外表⾯の汚れ部について、汚れ部を⼿⼊れした

後、液体浸透探傷検査を実施した結果、２本（アドレスＢ－６，Ｃ－３）のシ
ンブル案内管サポート付近の⻑さ約１ｍの範囲に、微細なものも含め１４５箇
所（Ｂ－６︓２８箇所、Ｃ－３︓１１７箇所）の点状及び線状指⽰が確認され
た。

そのうち、最⼤のものは、アドレスＢ－６で約１１ｍｍ、アドレスＣ－３で
約１６ｍｍの線状指⽰であった。        （添付資料－３）

その他の３本（アドレスＡ－８，Ｄ－５，Ｇ－２）については、有意な指⽰
は認められなかった。                 

 
ｃ．液体浸透探傷検査で指⽰が認められたシンブル案内管の調査結果

液体浸透探傷検査において認められた、アドレスＢ－６の最⼤指⽰部及びそ
の近傍、並びにアドレスＣ－３の最⼤指⽰部について、スンプ法による表⾯ミ
クロ観察を実施した結果、いずれも腐⾷によるものと思われるピット状の凹み
が確認されたが、枝分かれしたひびなどの応⼒腐⾷割れの特徴は認められなか
った。また、⾦属組織に異常は認められなかった。  

さらに、これらのピット底部に割れがないことを確認するため、再度表⾯ミ
クロ観察を⾏った結果、ピット状の凹みは表⾯ミクロ観察のための表⾯仕上げ
過程ですべて消え、ピット底部に割れがないことを確認した。

（添付資料－４）
また、残りの指⽰部についても表⾯ミクロ観察を実施するため、シンブル案

内管の表⾯仕上げを⾏い、表⾯ミクロ観察を実施する位置を確認するため、液
体浸透探傷検査を実施したところ、⽋陥指⽰はすべて消えており、⾮常に浅い
ものであった。



 
 
 
 
 
   ｄ．当該５本のシンブル案内管近傍の３本の調査結果

さび状の汚れが認められた当該５本のシンブル案内管近傍のさび状汚れのな
い３本（アドレスＣ－８，Ｄ－７，Ｅ－６）について、外表⾯代表箇所（サポ
ート付近の⻑さ約１ｍ）の液体浸透探傷検査を実施した結果、有意な指⽰は認
められなかった。

 
ｅ．残りのシンブル案内管２８本等の調査結果

シンブル案内管３６本全数について、全⻑にわたり（上記８本の点検範囲を
除く）⽬視により外観調査を実施した結果、８本の案内管外表⾯にわずかなさ
び状の汚れが７箇所、わずかな打ち傷が３箇所及びテープの付着が１箇所認め
られた。

このため、これらの箇所について、液体浸透探傷検査を実施した結果、有意
な指⽰は認められなかった。               

 
 
 （２）シンブル案内管周辺の状況調査

シンブル案内管に付着していたさび状の汚れの発⽣源を特定するため、以下の
調査を⾏った。

 
ａ．シンブル案内管まわりの調査
  シンブル案内管に付着していたさび状の汚れは⾚褐⾊を呈し、案内管サポ ー
ト部が特に汚れており、当該シンブル案内管、直下の床及び周辺コンクリ ートに
も、点状に⾶び散ったような⾚褐⾊のさび状の汚れが乾いて付着して いた。

また、当該部の上部に位置する原⼦炉容器⾦属保温下部の外表⾯及びそれに対
⾯するコンクリート壁にも、液体が垂れたような⾚褐⾊のさび状の汚れが乾いて
付着していた。               （添付資料－２）

 
ｂ．原⼦炉容器下部周辺の調査結果

 ⼩型ＴＶカメラによりさび状汚れの垂れ跡に沿って上⽅に向かって確認した結
果、原⼦炉容器⾦属保温下端から約４．９ｍの位置で⽩⾊を呈した円筒形異物を
確認した。
 また、さび状の汚れの垂れ跡は、原⼦炉容器⾦属保温及び対⾯するコンクリー
ト壁のいずれの表⾯も、この異物まで続いていたが、それより上⽅には認められ
なかった。
 なお、本点検中、全体に⽩⾊を呈した固形物が落下してきた。
 更に、原⼦炉容器⾦属保温とコンクリート壁の隙間を原⼦炉容器全周に亘って
双眼鏡により下⽅から⽬視点検した結果、上記以外には異物がないことを確認し
た。                    （添付資料－５）



 
ｃ．原⼦炉容器上部周辺の調査結果           
  サンドプラグ全箇所（４箇所）を開放し、⼀次冷却材管サポート部周辺の⽬視

点検を⾏った結果、⼀次冷却材管Ｂ⼊⼝管サポート近傍の床⾯にわずかな粒状固
形物を確認した。

  なお、上記以外に
・キャビティシールリングの隙間より、下部エリア内部に⼩型ＴＶカメラ を
挿⼊することによる原⼦炉容器まわり全周について上⽅からの点検

   ・炉外中性⼦束計測孔全箇所（８箇所）についての⼩型ＴＶカメラによる 点
検

 を⾏った結果、いずれも異常のないことを確認した。  （添付資料－６）
 
 
 （３）シンブル案内管付着物等の調査結果
  ａ．調査試料
   （ａ）シンブル案内管付着物

シンブル案内管及び近傍の構造物に付着していたさび状の汚れ
   （ｂ）落下固形物

⼩型ＴＶカメラによる⽬視点検時に落下してきた固形物
   （ｃ）円筒形異物及び円筒形異物付着物

原⼦炉容器⾦属保温下端から約４．９ｍの位置で発⾒した円筒形異物及
びその付着物

   （ｄ）原⼦炉容器上部周辺からの回収固形物
⼀次冷却材管Ｂ⼊⼝管サポート近傍の床⾯で発⾒した粒状固形物

                       （添付資料－７）
  ｂ．⽬視観察結果
   （ａ）シンブル案内管付着物

シンブル案内管及び近傍の構造物に付着していたさび状の汚れは⾚褐⾊
を呈し、乾燥状態であった。

   （ｂ）落下固形物
落下固形物は、⼤きさが約５５ｍｍ×２７ｍｍ、重量が約４ｇであり、

全体に⽩⾊を呈していたが、⼀部に⿊⾊が認められた。
   （ｃ）円筒形異物及び円筒形異物付着物

円筒形異物は、外径約７０ｍｍ、幅約４５ｍｍ、重さ約１６０ｇの１巻
のテープであった。

円筒形異物は全体的に⿊褐⾊を呈しており、部分的に⽩⾊の付着物が認
められ、側⾯は同⼼円状の筋が、また中⼼部は円筒状の空洞があり、その
中にも⽩⾊の付着物が認められた。また、円筒形異物は硬化しており、切
断は⽷のこを使⽤して⾏った。切断⾯は、⼀様に濃い茶褐⾊で、かすかに
筋状のものが認められた。   （添付資料－８）

 
   （ｄ）原⼦炉容器上部周辺からの回収固形物



回収固形物は、⽩⾊と⿊褐⾊の粒状固形物が混在しており、粒径は１〜
５ｍｍ、総重量は約１ｇであった。

 
  ｃ．成分分析結果
   （ａ）電⼦線マイクロアナライザによる成分分析結果

シンブル案内管付着物及び円筒形異物等に含まれる元素の含有率を電⼦線
マイクロアナライザにより測定した。      （添付資料－９）

     ①シンブル案内管付着物             
シンブル案内管（アドレスＢ－６）、直下の床⾯、原⼦炉容器⾦属保温

下部外表⾯及び近傍の構造物の表⾯に付着していたさび状の汚れ物質を分
析した結果、炭素、窒素、酸素、塩素、鉄等が検出された。

     ②落下固形物
落下固形物を⿊⾊部と⽩⾊部に分け分析した結果、⿊⾊部では炭素、窒

素、酸素、塩素、鉄等の含有率が⼤きかったが、⽩⾊部では鉄の含有率が
１％以下と⼩さく、塩素の含有率が表⾯の⿊⾊部に⽐べ⼤きくなってい
た。               

     ③円筒形異物及び円筒形異物付着物
円筒形異物の表⾯及び内部並びに円筒形異物の付着物３箇所を分析した

結果、炭素、窒素、酸素、塩素、鉄等が検出された。
     ④原⼦炉容器上部周辺からの回収固形物

回収固形物を分析した結果、⿊褐⾊固形物では炭素、酸素、塩素、鉄等
の含有率が⼤きかったが、⽩⾊固形物は窒素、塩素の含有率が⿊褐⾊固形
物に⽐べ⼤きくなっていた。     

 
   （ｂ）湿式分析による成分分析結果

電⼦線マイクロアナライザで検出した主要元素である鉄及び塩素がイオン
化した塩化物並びに窒素の化合物であるアンモニア、硝酸の含有率を湿式分
析により測定した。

また、⼀次冷却材に含まれているほう素、リチウムの含有率も湿式分析に
より測定した。              （添付資料－１０）

     ①シンブル案内管付着物
シンブル案内管付着物を分析した結果、含有率は、鉄が１１〜２４

      ％、塩化物が８〜１７％、アンモニアが１．２〜５．８％と⼤きく、
      硝酸、ほう素は極微量検出されたが、リチウムは検出されなかった。
     ②落下固形物

落下固形物を分析した結果、含有率は、鉄が３０％、塩化物が４４％、
アンモニアが１９％と⼤きく、ほう素は極微量検出されたが、硝酸、リチ
ウムは検出されなかった。

 
さらに、固形物を⿊⾊部と⽩⾊部に分け、鉄、塩化物、アンモニアの含

有率を分析した結果、⿊⾊部は鉄の含有率が５２％と⼤きかったが、塩化
物は３％、アンモニアは１％と⼩さく、⽩⾊部は鉄が１３％と⿊⾊部に⽐
べ⼩さく、塩化物が５０％、アンモニアが２５％と⼤きかった。       



     ③円筒形異物及び円筒形異物付着物
円筒形異物表⾯及び内部から採取した試料を分析した結果、含有率は

鉄、塩化物、アンモニアとも⼩さく、特に内部の試料の含有率はいずれも
１％以下であり、極微量しか検出されなかった。

これに対し、円筒形異物付着物及び円筒内付着物を分析した結果、含有
率は鉄が１．９〜２３．３％、塩化物が４１．２〜４６．２％、アンモニ
アが１９．２〜２２．６％と⼤きかった。

なお、ほう素は全ての試料について極微量検出されたが、硝酸、リチウ
ムは検出されなかった。         

     ④原⼦炉容器上部周辺からの回収固形物
回収固形物を分析した結果、⿊褐⾊固形物の含有率は、鉄が   １

９．８％と⼤きかったが、塩化物、アンモニアは⼩さかった。これに対し
て⽩⾊固形物の含有率は、鉄が１３．０％と⿊褐⾊固形物に⽐べ⼩さく、
塩化物が４４．４％、アンモニアが２２．９％と⼤きかった。        

  
   （ｃ）Ｘ線回折による分析結果

湿式分析による成分分析の結果、含有率が⼤きかった塩化物、アンモニア
及び鉄がどのような形態で存在しているか確認するため、Ｘ線回折による分
析を実施した。            （添付資料－１１）

     ①シンブル案内管付着物
シンブル案内管の付着物を分析した結果、塩化アンモニウムが検出さ

れ、湿式分析の結果検出された塩化物とアンモニアが塩化アンモニウムの
形態で存在していることを確認した。 

また、オキシ⽔酸化鉄が検出され、湿式分析結果で含有率が⼤きかった
鉄がオキシ⽔酸化鉄の形態で存在していることを確認した。  

     ②落下固形物
落下固形物を分析した結果、塩化アンモニウムが検出され、含有率が⼤

きい塩化物とアンモニアが塩化アンモニウムの形態で存在していることを
確認した。また、オキシ⽔酸化鉄も検出された。

これらのことから落下固形物は、塩化アンモニウムの結晶に鉄が付着し
ているものであると推定した。            

 
     ③円筒形異物及び円筒形異物付着物

円筒形異物の表⾯及び内部並びに円筒形異物の付着物３箇所を分析した
結果、円筒形異物内部以外で塩化アンモニウムが検出され、含有率の⼤き
かった塩化物とアンモニアが塩化アンモニウムの形態で存在することを確
認した。

⼀⽅、円筒形異物内部を分析した結果、異物内部に微量含まれていたと
推定される鉛、チタンとの化合物である酸化チタンおよび塩化鉛が検出さ
れた。           

     ④原⼦炉容器上部周辺からの回収固形物
回収固形物を分析した結果、塩化アンモニウムが検出され、含有率の⼤

きかった塩化物とアンモニアが塩化アンモニウムの形態で存在することを



確認した。また、オキシ⽔酸化鉄も検出された。
これらのことより、原⼦炉容器上部周辺からの回収固形物は、塩化アン

モニウムの結晶に鉄が付着しているものであると推定した。
                          
   （ｄ）⾚外分光光度法による分析結果

⽬視観察及び湿式分析結果から、円筒形異物が塩化ビニールテープであ
ることが推定された。

このため、円筒形異物内部に含まれる有機物の形態を⾚外分光光度法に
より分析し、ポリ塩化ビニルが存在していたことを確認した。        
（添付資料－１２）

 
  ｄ．付着物等の調査結果のまとめ

シンブル案内管付着物等を調査した結果、以下のことが明らかとなった。
 

（ａ）液だれの発⽣源である円筒形異物は、形状及び成分分析の結果から、
    塩化ビニールテープであることを確認した。

（ｂ）円筒形異物に付着していた固形物、落下固形物、原⼦炉容器上部周辺から
の回収固形物の主成分は、⽩⾊の塩化アンモニウムであった。また、落下
固形物及び原⼦炉容器上部周辺からの回収固形物には、オキシ⽔酸化鉄が
含まれていた。

（ｃ）シンブル案内管付着物には、塩化アンモニウム及びオキシ⽔酸化鉄が
  含まれていた。

（ｄ）成分分析を⾏った全ての試料で、⼀次冷却材に含まれるほう素とリチウム
の含有量を測定したが、⾃然界に存在するレベル（平均的な⼟壌中で
0.002〜0.01%）と同程度のほう素は検出されたものの、リチウムは検出
されなかったことから、シンブル案内管付着物等は⼀次冷却材に起因する
ものではなかった。

 
 （４）塩化ビニールテープの混⼊時期・経路の調査
 

 回収されたテープは外径約７０ｍｍ、幅約４５ｍｍであるが、原形は規格品と
して市販されている外径約８０ｍｍ、幅５０ｍｍのテープと推定した。
 この塩化ビニールテープの混⼊時期・経路を特定するため、建設時及び定期検
査時における混⼊の可能性について調査を⾏った結果、以下のとおり建設時に当
該部位に混⼊した可能性が⾼いと考えられる。

 
ａ．建設時

 原⼦炉容器まわりの機器の据付⼯事実績について調査した結果、原⼦炉容器
据付（昭和５５年８⽉）から原⼦炉容器フランジまわりの後打ちコンクリート
施⼯（昭和５６年３⽉）の間は、原⼦炉容器⾦属保温外⾯とコンクリート壁間
に塩化ビニールテープが混⼊する経路及び必要な間隙が存在する。また、聴き
取り調査によるとこの時期に機器等の識別⽤に塩化ビニールテープが⽤いられ



ていたことから、この時期に混⼊した可能性が⾼い。              
（添付資料－１３）
 

ｂ．定期検査時
 原⼦炉容器まわりに設置されている機器等のうち、定期検査時に開放され異
物混⼊経路となる箇所について、当該経路各部の⼨法等の調査を⾏った結果は
以下のとおりであり、何れの部位も今回確認された塩化ビニールテープが混⼊
する可能性はないことがわかった。  （添付資料－１４）

（ａ）キャビティシールリング部
 原⼦炉キャビティ⽔張り時に原⼦炉容器とコンクリート壁間の隙間をシール
するためのキャビティシールリングは、定期検査時にパッキン交換のために取
り外しを⾏っており、その際は塩化ビニールテープの混⼊していた原⼦炉容器
⾦属保温周囲の空間とつながる開⼝部となる。
 しかしながら、原⼦炉容器とコンクリート壁間の開⼝幅は約４５ｍｍであ
り、当該部に混⼊する可能性はない。
 

（ｂ）サンドプラグ下部室
 ⼀次冷却材管と原⼦炉容器の接合部へのアクセス⽤に設置されているサンド
プラグについては、溶接部⾮破壊検査、サンドプラグパッキン交換等のために
３定検に１回程度の割合で取り外しを⾏うため開⼝部となる。
 しかしながら、サンドプラグ下部室と塩化ビニールテープの混⼊していた原
⼦炉容器⾦属保温周囲の空間はバッフルプレートにより仕切られており、仮に
原⼦炉キャビティからサンドプラグ下部室へ今回確認された塩化ビニールテー
プが混⼊したとしても、当該部へ混⼊する可能性はない。

（ｃ）炉外中性⼦束計測孔
 炉外中性⼦束計測孔は、定期検査毎にＯリング取替のために計測孔ふたの取
り外しを⾏っており、その際は塩化ビニールテープの混⼊していた原⼦炉容器
⾦属保温周囲の空間とつながる開⼝部となる。
 しかしながら、原⼦炉容器⾦属保温周囲の空間と炉外中性⼦束計測孔の間
は、⼤部分を保護カバーにより仕切られており、開⼝部⼨法は、⾼さ約４０ｍ
ｍであり、仮に計測孔内に今回確認された塩化ビニールテープが混⼊したとし
ても、当該部へ混⼊する可能性はない。          

 
 （５）塩化ビニールテープの影響調査

  ａ．塩化ビニールテープ回収部位の残留付着物及び液だれ部の健全性確認
   塩化ビニールテープ回収部位及び液だれ部について、原⼦炉容器⾦属保 温

側並びに対⾯するコンクリート壁側の残留付着物を除去・清掃した後、 ⼩型Ｔ
Ｖカメラにより外観点検を⾏った結果、塩化ビニールテープ回収部 位にわずか
な跡形が残っているが、損傷等の異常は認められなかった。

   また、残留付着物の除去・清掃後、当該部の付着塩分量を測定した結果、 
最⼤８ｍｇ/ｍ２であり、⼗分低いことを確認した。 （添付資料－１５）

 
ｂ．シンブル案内管さび状の汚れ部の健全性確認



シンブル案内管さび状の汚れ部の⽋陥指⽰は、表⾯ミクロ観察のための表⾯
仕上げの過程ですべて消え、また表⾯仕上げを⾏った箇所の⾁厚を測定した結
果、最⼩値はアドレスＢ－６、Ｃ－３ともに７．４ｍｍ（公称︓７．６２ｍ
ｍ）であり、計算上必要最⼩厚さ１．８５ｍｍを⼗分に上回っていることを確
認した。

さらに、⼀次冷却系統耐圧・漏えい検査において、シンブル案内管全数に異
常のないことを確認した。

 
ｃ．塩化ビニールテープから格納容器内に拡散した塩化物による影響調査

 （ａ）塩化ビニールテープから拡散した塩化物による影響
原⼦炉容器⾦属保温と対⾯するコンクリート壁の隙間から回収された円筒

形異物は、塩化ビニールテープであり、その表⾯には塩化アンモニウムが付
着していた。

当該場所はプラント運転中、原⼦炉容器まわりのコンクリート冷却⽤の空
気が原⼦炉容器下部から格納容器上部の空間に向かって約２０ｍ/ｓの⾵速で
流れていることから、塩化アンモニウムの⼀部がこの気流にのって、格納容
器内に拡散したと考えられる。

また、当該場所は⾼線量の放射線にさらされることから、塩化ビニールテ
ープの構成材である塩化ビニルが放射線分解して塩化⽔素が発⽣し、塩化ア
ンモニウムと同様に格納容器内に拡散したと考えられる。

                                           
（参考⽂献－１）

なお、プラント停⽌時は、放射線量が低下し、塩化⽔素が発⽣しなくなる
こと及び原⼦炉容器冷却ファンが停⽌し、塩化ビニールテープまわりの空気
の流れがなくなることから、塩化アンモニウムと塩化⽔素は、拡散しなくな
る。格納容器内の空気中に残留している塩化アンモニウムと塩化⽔素は、格
納容器換気操作により格納容器外へ放出され、その濃度は、速やかに低下す
ると考えられる。               格納容器内に拡散した固
体状の塩化アンモニウムは、機器・配管に付着し、また、気体状の塩化⽔素
は、機器・配管の構造材に含まれる鉄と反応して、塩化鉄を⽣成し、付着塩
分量を増加させることが考えられる。 このような場合、塩化物応⼒腐⾷割
れについては、以下のことが知られている。

      ①ステンレス鋼で発⽣する。
      ②５０℃以上の温度で発⽣する。（参考⽂献－２）

      ③発銹、孔⾷を経て、塩化物応⼒腐⾷割れに進展する。（参考⽂献－３）

      ④ステンレス鋼は、付着塩分量が１００ｍｇ/ｍ２未満では、発銹せず
       塩化物応⼒腐⾷割れに進展することはない。（参考⽂献－４）

    
  （ｂ）塩化アンモニウムの影響評価

 ①塩化アンモニウムの拡散形態
塩化アンモニウムは昇華点が３３７．８℃と⾼いことから、格納容器内で

は、固体状で拡散し機器や配管表⾯に付着するため、保温内部には侵⼊しな



いが、埃のたまりやすい配管⽀持部等で付着量が⼤きくなる可能性がある。   
（添付資料－１６）

 
 ②塩化アンモニウムの影響評価⽅法

塩化アンモニウムの付着量は、埃のたまりやすい配管⽀持部等で⼤きくな
る可能性があるため、その影響を評価するための代表点を選定することがで
きない。そこで、格納容器内で、塩化物応⼒腐⾷割れを⽣じる可能性のあ
る、表⾯の温度が５０℃以上のステンレス製機器・配管について⽬視観察を
⾏い、発銹の有無を確認するとともに、付着塩分量の測定（１９０箇所）を
実施した。なお、固体状の塩化アンモニウムは、保温内部に侵⼊しないこと
から、保温が設置されている機器・配管は、調査の対象範囲外とした。  

 
    ③塩化アンモニウムの影響評価結果

格納容器内で表⾯の温度が５０℃以上で、保温が設置されていないステン
レス製機器・配管には、いずれの場所も発銹はなく、付着塩分量は最⼤で３
０ｍｇ/ｍ２（最⼤となった場所は配管⽀持部で、配管表⾯は６ｍｇ/ｍ２）
であり、１００ｍｇ/ｍ２以上の場所はなかった。                
（添付資料－１７）

      なお、念のため当該機器・配管において、埃がたまりやすい、Ｕボル
     トやクランプを全て取り外し、隙間内部を純⽔にて洗浄した。
 
    これらのことから、塩化物応⼒腐⾷割れに関して、塩化アンモニウムの影
   響はないことを確認した。
 
   （ｃ）塩化⽔素の影響評価
     ①塩化⽔素の拡散形態

塩化ビニールテープから発⽣した塩化⽔素は、気体状であり、原⼦炉容
器まわりのコンクリート冷却⽤の空気の流れにより拡散してゆくが、その
濃度が最も⾼くなるのは、発⽣源に近い塩化ビニールテープ周辺の上部で
ある。             （添付資料－１８）

塩化⽔素は、機器・配管の構造材に含まれる鉄と反応して、塩化鉄を⽣
成するが、その量は、空気中の塩化⽔素濃度に⽐例して⼤きくなることか
ら、塩化ビニールテープ周辺の上部の付着塩分量が格納容器内で最⼤にな
る。

 
     ②塩化⽔素の影響評価⽅法

塩化⽔素の影響は、塩化ビニールテープ周辺上部が最も⼤きくなること
から、その影響を評価するため、当該場所の原⼦炉容器⾦属保温表⾯の⽬
視観察を⾏い、発銹の有無を確認するとともに、付着塩分量の測定を実施
した。また、塩化ビニールテープ上部で直近の配管である安全注⼊配管及
び⼀次冷却材配管の保温表⾯の付着塩分量の測定を実施した。

なお、念のため、上記の⼀次冷却材配管については、保温を取り外し、
ステンレス配管表⾯の付着塩分量も測定した。



 
     ③塩化⽔素の影響評価結果

塩化ビニールテープ周辺上部の原⼦炉容器⾦属保温表⾯に発銹はなく、
付着塩分量も最⼤で１５ｍｇ/ｍ２であり、１００ｍｇ/ｍ２以上の場所は
なかった。              （添付資料－１９）

安全注⼊配管（保温表⾯）、及び⼀次冷却材配管（保温表⾯及び内部の
配管表⾯）の付着塩分量は、最⼤で１２ｍｇ/ｍ２であり、１００ｍｇ/ｍ
２以上となる場所はなかった。     （添付資料－２０）

したがって、格納容器内で、塩化⽔素に起因して付着塩分量が  １０
０ｍｇ/ｍ２ 以上となる場所はないと考えられる。

なお、念のため、格納容器内の３０箇所（ループ室内１９箇所、それ以
外１１箇所）で、保温を取り外し、保温内部の配管表⾯の付着塩分量を測
定した。その結果、付着塩分量は最⼤でも１ｍｇ/ｍ２と低い値であり、塩
化ビニールテープ周辺以外における塩化⽔素による影響は、極わずかであ
ることを確認した。     （添付資料－２１）

さらに、格納容器内で圧⼒が最も⾼くなる、パーテーションウォール内
の格納容器再循環ファン出⼝近傍にある余熱除去系統の保温内部の配管表
⾯７箇所の付着塩分量を測定した結果、最⼤でも４ｍｇ/ｍ２と低い値であ
り、圧⼒の上昇による影響は、ほとんどないことを確認した。          
（添付資料－２２）

 
     ④格納容器内での結露⽔の発⽣等に関する調査

塩化⽔素及び塩化鉄（塩化⽔素が機器・配管の構造材に含まれる鉄と反
応して⽣成）は、溶解度が⼤きいことから、機器・配管表⾯に⽔分が存在
する場所では、その中に溶解・濃縮し、付着塩分量が塩化ビニールテープ
周辺上部に⽐べて⼤きくなる可能性がある。

また、⽔蒸気が凝縮してミスト状となり機器・配管表⾯に付着する場所
では、塩化⽔素がミスト内に溶解・濃縮し、付着塩分量が塩化ビニールテ
ープ周辺上部に⽐べて⼤きくなる可能性がある。

   このため、以下の検討を実施し、格納容器内のステンレス製機器・
   配管表⾯で、塩化⽔素や塩化鉄が濃縮しないことを確認した。

 
・格納容器内の空気は、ＥＬ３２．２ｍに設置されている格納容器再循環

ユニットで冷却、除湿した後、格納容器再循環ファン、パーテーション
ウォールを経由して、格納容器内に吹き出される。空気の温度は、格納
容器再循環ユニット下流が最も低くなり、露点温度になるが、それ以降
は、格納容器再循環ファンや⼀次冷却系からの⼊
熱により温度が上昇する。また、原⼦炉補機冷却⽔系統（ＣＣＷ系統）
の配管表⾯の温度は露点温度以下となる可能性がある。さらに、定期検
査中においては湿分の⾼い空気が格納容器内に供給される可能性があ
る。

  これらのことから、格納容器内の空気の温度は、格納容器再循環



ユニットの下流、ＣＣＷ系統及び定期検査中の格納容器給気ファン出⼝
近傍を除いて、露点温度以下とはならないが、念のため、実際の温度を
調査した。その結果、格納容器内のステンレス製機器・配管表⾯の温度
は、運転中、定期検査中を通じて露点温度を超えており、結露⽔が⽣成
することがないこと及び⽔蒸気が凝縮してミスト状にならないことを確
認した。    （添付資料－２３、２４）

 
・格納容器再循環ユニットの冷却コイルは、材質が銅合⾦であることか

ら、塩化物応⼒腐⾷割れを起こすことはなく、その周囲にステンレス製
機器・配管はない。また、ＣＣＷ系統は、材質が炭素鋼であることか
ら、塩化物応⼒腐⾷割れを起こすことはなく、防露保温が設置されてい
ることから、結露⽔が周辺のステンレス製機器・配管に付着することは
ない。      （添付資料－２５）

念のため格納容器内のＣＣＷ系統の真下にあるステンレス製機器・配
管表⾯の⽬視観察を⾏い、発銹の有無を確認するとともに、付着塩分量
を測定した。その結果、発銹はなく、付着塩分量は最⼤で１２ｍｇ/ｍ２ 

であり、１００ｍｇ/ｍ２以上の場所はなかった。               
（添付資料－２６）

また、定期検査中、格納容器給気ファンから給気された空気は、速や
かに近傍にある再循環ユニットを経由して格納容器内に吹き出されるた
め、格納容器給気ファン出⼝近傍について、ステンレス製機器・配管が
ないことを確認した。

 
     ⑤塩化鉄の潮解による影響調査
       塩化⽔素が機器・配管の構造材に含まれる鉄と反応して⽣成した塩
      化鉄は、潮解性があることから、それが潮解した液体内に塩化⽔素や
      塩化鉄が溶解・濃縮し、付着塩分量が塩化ビニールテープ周辺上部に
      ⽐べて⼤きくなる可能性がある。

このため、相対湿度が⾼い⽅が、塩化鉄が潮解しやすいことを考慮し
て、格納容器内のステンレス製機器・配管のある場所で最も相対湿度が⾼
い、パーテーションウォール内の格納容器再循環ファン出⼝近傍にある余
熱除去系統の保温内部の配管表⾯７箇所で発銹や液だれの有無を確認する
とともに、付着塩分量の測定を実施した。

       その結果、発銹や液だれはなく、付着塩分量は、最⼤でも４ｍｇ/
      ｍ２ と低い値であった。           （添付資料－２２）
       また、塩化⽔素の影響が最も⼤きくなる、塩化ビニールテープ周辺
      上部の原⼦炉容器⾦属保温表⾯でも、発銹や液だれはなく、塩化鉄の
      潮解による影響は、ほとんどないことを確認した。
 
     これらのことから、塩化物応⼒腐⾷割れに関して、塩化⽔素の影響はな
    いことを確認した。
 



   （ｄ）格納容器内全域の付着塩分量測定結果
念のため、２号機格納容器内で各フロアー毎に設置している構成機器等

の表⾯１９９箇所、電気計装品外⾯及び内⾯７４箇所について付着塩分量
を測定した。            （添付資料－２７）

 
  その結果、埃がたまりやすい格納容器再循環ダクト吹き出し⼝１箇

  所（塗装⾯）及びパーテーションウォール内の配管⽀持部４箇所の合
  計５箇所で付着塩分量が１００ｍｇ/ｍ２ 以上であった。

また、格納容器内の付着塩分量は、パーテーションウォール内及びＥＬ
１９．９５ｍ、ＥＬ２６．２ｍの格納容器再循環ダクト吹き出し⼝付近が
⼤きい傾向にあることがわかった。  （添付資料－２８）

  このため、以下の調査を追加して実施した。
     ①ＥＬ１９．９５ｍの格納容器再循環ダクト吹き出し⼝周辺の付着塩分
      量調査

付着塩分量が１００ｍｇ/ｍ２以上であったＥＬ１９．９５ｍの格納容器
再循環ダクト吹き出し⼝周辺に設置されているステンレス配管、及びその
⽀持部等について、⽬視観察を⾏い発銹の有無を確認するとともに、付着
塩分量の測定を実施した。

その結果、いずれの場所においても発銹はなく、付着塩分量は、最⼤で
４ｍｇ/ｍ２であり、１００ｍｇ/ｍ２以上の場所はなかった。         
（添付資料－２９）

 
     ②パーテーションウォール内の配管⽀持部の液体浸透探傷検査
       付着塩分量が１００ｍｇ/ｍ２以上であったパーテーションウォール
      内の配管⽀持部４箇所について、⽬視観察を⾏い発銹の有無を確認す
      るとともに、液体浸透探傷検査を実施した。
       その結果、４箇所全てにおいて発銹はなく、液体浸透探傷検査で有
      意な指⽰は認められなかった。    

 
     ③付着塩分量が⼤きい傾向であった場所周辺の保温内部の付着塩分量調査

定期検査時には、保温を取り外して内部の機器・配管の検査を実施する
が、この時、当該場所周辺に付着していた塩分が保温内部に混⼊し、塩化
物応⼒腐⾷割れを発⽣させる可能性がないか確認した。

平成９年以降は、保温を取り外した場所は、純⽔にて洗浄した後、復旧
することとしているが、それ以前は実施していなかった。

このため、付着塩分量が⼤きい傾向にあったパーテーションウォール内
及びＥＬ１９．９５ｍの格納容器再循環ダクト吹き出し⼝２箇所の周辺
で、平成９年以前に検査により保温を取り外した９箇所の配管表⾯を⽬視
観察し、発銹の有無を確認するとともに、付着塩分量を測定した。なお、
ＥＬ２６．２ｍの格納容器再循環ダクト吹き出し⼝２箇所の周辺で、平成
９年以前に検査により保温を取り外した箇所はなかった。



その結果、いずれの場所も発銹はなく、付着塩分量は最⼤で１４ ｍ
ｇ/ｍ２であり、１００ｍｇ/ｍ２以上の場所はなかった。           
（添付資料－３０）

 
８．推定原因

建設時の原⼦炉容器据付時期において、原⼦炉容器⾦属保温と対⾯する周辺コンク
リート壁（鉄板型枠部）の間に塩化ビニールテープが混⼊していたため、放射線分解
によりこの塩化ビニールテープから塩化⽔素が発⽣した。

塩化⽔素は、格納容器内のアンモニアと反応してテープ周辺に塩化アンモニウムを
⽣成した。塩化アンモニウムは、吸湿性があるため、空気中の⽔分をテープ周辺に保
持するとともに、テープと接触している構造材を腐⾷し、表⾯にオキシ⽔酸化鉄を⽣
成した。

また、塩化⽔素は、テープ周辺の構造材に含まれる鉄と反応して塩化鉄を⽣成し
た。塩化鉄は、空気中の⽔分を吸収する等により潮解し、オキシ⽔酸化鉄と塩化アン
モニウムを含む液だれとなり、シンブル案内管表⾯に付着した。

この付着した液だれにより、腐⾷が発⽣し、浅いピット状の凹みになったと推定さ
れる。   （参考⽂献－５，６，７）                （添付資料－３
１）

 
９．対 策
（１）シンブル案内管及び塩化ビニールテープ回収部位の汚れを清掃し、その影響がな

いことを確認した。
 
（２）トラブル事例の周知⽤として作成しているワンポイントレッスン集に今回の事例

を追加し、定期検査等の⼯事着⼿前に実施する作業者全員への教育時に、これを⽤
いて周知徹底を図っていく。

 
（３）念のため、次回定期検査において、原⼦炉容器⾦属保温表⾯の塩化ビニール
  テープ回収部位を⽬視点検し、異常のないことを確認する。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
１０．塩化物応⼒腐⾷割れ再発防⽌への取り組み
 
 （１）塩化物汚染防⽌に対する取り組み

伊⽅発電所では、これまでに経験した塩化物応⼒腐⾷割れによる不具合事象を
教訓として、

 
・ステンレス鋼製品の点検時においては、表⾯のテープ跡、発銹、付着物等の

有無を常に確認し、付着物が認められた場合は、確実に除去し、異常の無いこと
を確認する

・付着塩分量の管理⽬標値（５０ｍｇ/ｍ２）を定め、定期的に付着塩分量の測
定を実施し、管理⽬標値を超えた場合には純⽔拭きを実施する

・必要に応じて、ステンレス鋼製品の表⾯を塗装したり、設備の囲いを設ける
などにより、塩化物の付着を防⽌する

・点検や⼯事に使⽤する副資材については、⼀部のものを使⽤中⽌とする他、
塩化物が残留しないよう洗浄を徹底するなど確実な取り扱いを徹底  する

・確実な作業管理により、作業に伴う塩化物混⼊を防⽌する
 
などの対策を実施中である。
 
 これらの対策に加え、今回の事象を教訓に、定期的な付着塩分量の測定におい
ては、当⾯の間、エリア毎の測定ポイントを増やすとともに、配管サポート部な
どの埃のたまり易い箇所についても留意して測定することとする。
 
 

（２）伊⽅２号機格納容器内ステンレス鋼製品の点検
   今回の事象に係る塩化ビニールテープの影響調査により、伊⽅２号機格納容器

内で塩化物応⼒腐⾷割れ発⽣の可能性はないと考えられるが、念のため、今回ま
でに点検・調査を実施した以外のステンレス鋼製品についても、今後、以下のと
おり計画的な点検を⾏うこととする。

 
   ・格納容器内のステンレス鋼製品表⾯について、外観⽬視点検を⾏い、発銹、

付着物等の有無を確認する。
   ・発銹、付着物等が認められた場合は、必要に応じて付着塩分量を測定すると

ともに、液体浸透探傷検査を実施し、異常の有無を確認する。
   ・保温材の復旧を⾏う前には、ステンレス表⾯の純⽔拭きを⾏う。
 
 
 
 



   ・上記点検は、定期検査時に計画的に⾏うこととし、以下のとおり５回の定期
検査で終了させる。

 
    ・第16回定期検査︓⼀次冷却材管Ｂループ、加圧器スプレイライン
    ・第17回定期検査︓⼀次冷却材管Ａループ、加圧器サージライン
    ・第18回定期検査︓ＥＬ１９．９５ｍエリア
    ・第19回定期検査︓ＥＬ３２．２ｍ及び１５．４ｍエリア
    ・第20回定期検査︓ＥＬ２６．２ｍエリア

                            （添付資料－３２）
 
 

１１．機器周辺の狭隘部への異物混⼊防⽌への取り組み
 
    今回、原⼦炉容器周辺の狭隘部に塩化ビニールテープが混⼊していたことに鑑
み、原⼦炉容器周辺以外の格納容器内、原⼦炉補助建家、タービン建家、屋外について
も、通常では⼈⽬に付きにくい機器周辺の狭隘部について総点検を実施し、運転や機器
の信頼性に影響を与えるような異物のないことを確認した。
 
    機器・配管等の内部への異物混⼊防⽌については、従来より、⼗分な管理を実
施してきているが、今回の事象を教訓に、運転や機器の信頼性に影響を与える異物混⼊
防⽌の観点から、機器周辺の狭隘部への異物混⼊防⽌についてもさらに徹底するととも
に、点検や⼯事が完了した際には機器周辺の狭隘部に異物が混⼊していないことを確認
することとし、その旨を内規に反映した。
 

以  上


